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「新規事業創出支援事業」を開始します 

～プロ人材のノウハウを活用した新商品・新サービスの開発を支援します～ 

 

千葉市では、コロナ禍における市内中小企業の事業成長を促進するため、専門スキルを有するプロ人

材のノウハウを活用した新商品・新サービスの開発を支援する「新規事業創出支援事業」を開始します

ので、お知らせします。 

また、実施に先立ち、本事業の説明会をオンラインで開催しますので、併せてお知らせします。 

 

１ 事業内容 

  専門スキルを有するプロ人材（企業経営へのサポートや新規事業立ち上げのスキルを持つ人材）と

マッチングを行い、プロ人材がプロジェクトメンバーの１人として新商品の開発を支援します。 

さらにプロ人材とのマッチングにあたり、必要な人材を分析するための経営課題の整理や、プロジェクト

の定期的な進捗確認を行い、プロジェクトをサポートします。 

 （１）プロ人材とのマッチング支援 

   ア ヒアリングを行い、経営課題を整理し、新商品開発に必要な人材を分析 

   イ 求人票作成をサポートし、プロ人材データベースで求める人材を募集 

   ウ 新商品開発のプロジェクトメンバーとして採用するプロ人材をマッチング 

 

 

 

 

 

 

 

（２）新商品開発プロジェクトの進捗管理 

   ア プロ人材と採択者でプロジェクト計画書を作成 

イ プロジェクト計画書を基に、定期的に進捗管理を行い、プロジェクトをサポート 

   ウ プロジェクト業務管理ツールを提供 

（３）成果報告会 

   プロジェクト成果のプロモーションと、プロ人材を活用する手法の講演を行います。 

   

【新商品開発の範囲】 

 本事業において「新商品開発」とは以下①～③とします。 

 ①新たな商品を作り、販売を行う。 

 ②既存の自社商品の一部を改良し、新商品として販売する。 

 ③既存の商品の中身は変えず、パッケージ等を変更し、新商品として新たな市場に販売する。 

 

２ 採択者数 

  ３者以上 

 

３ 費用負担 

（１）千葉市は、プロ人材データベース利用料（求人掲載料 100,000円/月）、求人票作成、プロジェク

ト進捗管理等に係るコンサルティング費用を負担。 

（２）採択者は、プロ人材への報酬・交通費を負担。 
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【新商品開発の範囲】 

 本事業において「新商品開発」とは、以下①～③のいずれかに該当するものとします。 

 ①新たな商品を作り、販売を行う。 

 ②既存の自社商品の一部を改良し、新商品として販売する。 

 ③既存の商品の中身は変えず、パッケージ等を変更し、新商品として新たな市場に販売する。 

 

マッチングの流れ 
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４ 主な参加要件 

（１）市内に本社又は事業所のある中小企業であること。 

（２）新商品開発を行う意思があること。 

 

５ 本事業の活用例 

（１）新型コロナウイルス感染拡大による社会の変化に対応した商品を開発したい。 

（２）既存事業の競合が増えたため、商品改良により、付加価値を加えた新商品を開発したい。 

（３）メーカーの下請けとして長年経営しているが、受注が減少しており、他社にはない技術やサービス 

ノウハウを生かした自社商品を開発したい。 

 

６ 募集期間 

令和２年９月１日（火）から１０月１６日（金）まで 

 

７ 応募方法 

  以下の URLもしくは QR コードからお申込み下さい。（説明会の参加フォームと共通です） 

  【URL】https://forms.gle/k2FHYJXKSnsWTCyT7 

 

 

 

 

 

８ 事業説明会 

  本プログラムの事業概要に関する説明会及びプロ人材の活用に関するセミナーをオンラインで実

施します。 

（１）内容 

  ア 事業の説明 

  イ 事例紹介 

  ウ セミナー「コロナ禍における兼業・副業人材の導入におけるポイント」 

（２）日程 

  ア 第１回  ９月２９日（火）１７：００～１８：１５ 

  イ 第２回 １０月 ７日（水）１６：００～１７：１５ 

（３）開催方法 

   オンライン開催（Google Meetで実施） 

（４）申し込み期間 

   ９月１日（火）から 

（５）申し込み方法 

   以下の URLもしくは QRコードからお申込み下さい。（事業応募フォームと共通です） 

お申込みいただいた方に説明会参加 URL（Google Meet招待 URL）を送付します。 

   【URL】https://forms.gle/k2FHYJXKSnsWTCyT7 

 

 

 

 

 

９ 問い合わせ先（事業受託者） 

PwCあらた有限責任監査法人 担当：田中、澤田、中川、川端 

電 話 080-4130-8526（川端携帯）※お電話が繋がらなかった場合は留守番電話にメッセージを 

お願いします。改めて担当より折り返しさせて頂きます。 

E-MAIL jp_aarata_chiba-city-new-business@pwc.com 
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